
佐世保市成年後見支援員養成・支援事業実施要綱 

 

（目的） 

第１条 この事業は、判断能力が不十分であるため、日常生活を営むことに支障があ

る者を対象とする成年後見制度を適切に利用できる仕組みづくりを進めるととも

に、地域福祉の観点から市民が後見業務の新たな担い手として適切に活動できるよ

う養成及び支援を行い、成年後見制度の一層の利用促進を図ることを目的とする。 

（定義） 

第２条 この要綱において「成年後見支援員」とは、第 8条に規定する養成講座修了

者名簿に登録され、次の各号いずれかの者をいう。 

⑴ 成年後見制度を正しく理解し、地域において判断力の低下した高齢者や障がい

者等を見守り支援し、必要に応じて成年後見制度の利用につなげる役割を担う者 

⑵ 第１０条に規定する日常生活自立支援事業又は法人後見の支援員として活動を

行う者 

⑶ 民法（明治２９年法律第８９号）の規定による成年後見、保佐又は補助（以下

「後見等」という。）を行う者 

（実施主体）  

第３条 この事業の実施主体は、市とする。ただし、市が事業の効果的な実施を図る

ため必要があると認めるときは、事業の全部又は一部を委託することができる。 

（事業内容） 

第４条 事業の内容は、次のとおりとする。  

⑴ 成年後見支援員養成講座（以下「養成講座」という。）の実施 

⑵ 養成講座修了者の名簿登録及び管理 

⑶ 成年後見支援員のフォローアップ研修の実施 

⑷ 成年後見支援員の活用 

⑸ 成年後見支援員の後見人等候補者への推薦 

⑹ 後見人等に選任された成年後見支援員への支援 

⑺ その他事業の推進に関すること。 

（養成講座の実施） 

第５条 成年後見支援員として活動するために必要な知識等を身に付けるために養成

講座を実施し、成年後見制度、高齢者福祉、障がい者福祉、関係法令等についての

講義を行う。 

２ 養成講座は、基礎的な知識を身につける基礎課程と、より専門的な知識を身につ

ける応用課程とする。 

（養成講座受講対象者）  

第６条 養成講座を受けることができる者は、市内に住所を有し、かつ、次の各号の

すべてに該当するものとする。  

⑴ 養成講座の受講を開始する日の年齢が１８歳以上で、心身共に健康である者 

⑵ 成年後見支援員として活動する意思がある者 

⑶ 成年後見制度及び高齢者、障がい者等に対する福祉に理解がある者 

⑷ 原則として養成講座の全日程に参加できる者 



⑸ 次のいずれにも該当しない者 

イ 民法第２０条に規定する制限行為能力者 

ロ 民法第８４７条に規定する欠格事由に該当する者 

ハ 民法の一部を改正する法律（平成１１年法律第１４９号）附則第３条第１項

の規定により成年被後見人とみなされる者及び同条第２項の規定により被保佐

人とみなされる者 

ニ 佐世保市暴力団排除条例（平成２４年条例第１号）第２条第２号に規定する

暴力団員であると認められる者 

ホ 弁護士、司法書士、社会福祉士等の専門的資格により業として後見人等を受

任又は受任する予定がある者 

（修了証）  

第７条 市長は、市が主催する養成講座の基礎課程のみを修了した者に対し基礎課程

修了証を、基礎課程及び応用課程を修了した者に対し全課程修了証を交付するもの

とする。  

（養成講座修了者の名簿登録及び管理） 

第８条 市長は、養成講座の基礎課程を修了し成年後見支援員として活動することを

希望する者を基礎課程修了者名簿に、養成講座の応用課程を修了し成年後見支援員

として活動することを希望する者を全課程修了者名簿に登録し、管理するものとす

る。 

２ 他市等で養成講座受講を修了し、第６条第１項（第４号を除く）の要件を満た

し、かつ市長が適当と認めた者で成年後見支援員として活動することを希望する者

を全課程修了者名簿に登録し、管理するものとする。 

３ 前 2項の規定による基礎課程修了者名簿登録者又は全課程修了者名簿登録者が、

次のいずれかに該当する場合は、登録を抹消するものとする。 

⑴ 修了者が登録の抹消を申し出て、市長が了承した場合 

⑵ 修了者の心身の状態等が成年後見支援員として活動をするには不安があると認

められる場合 

⑶ 修了者が、後見等を行うには不適切な行為を行ったと認められる場合 

（成年後見支援員のフォローアップ研修の実施） 

第９条 市長は、全課程修了者名簿登録者に対し、成年後見支援員として活動するた

めに必要な知識等の習得を支援する、フォローアップ研修を実施する。 

（成年後見支援員の活用） 

第１０条 市長は、全課程修了者名簿登録者を対象とし、佐世保市社会福祉協議会が

実施する日常生活自立支援事業又は社会福祉法人等による法人後見の支援員として

の活用に努めるものとする。 

（後見人等候補者への推薦） 

第１１条 市長は、全課程修了者名簿登録者のうち、フォローアップ研修を受講し、

日常生活自立支援事業や法人後見の支援員として適正な業務の執行に必要な知識を

習得した者の中から、適当と認められる者を後見人等候補者として選考し、市長に

よる後見等申立において、後見人等の候補者として推薦できるものとする。 

（後見人等の支援） 



第１２条 市長は、全課程修了者名簿に登録されている者で前条の規定により推薦

し、後見人等に選任された者に対し、後見人等の資質向上のため、必要に応じて研

修、指導等を行うものとする。 

（遵守事項） 

第１３条 成年後見支援員は、その事業の実施上知り得た個人情報を漏らしてはなら

ない。 

（補則） 

第１４条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、市長

が別に定める。 

附 則 

この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この要綱の施行の際に改正前の規定により養成講座修了者名簿に登録されている

者については、改正後の佐世保市成年後見支援員養成・支援事業実施要綱の規定に

より全課程修了者名簿に登録された者とみなす。 


